特定非営利活動法人 ＬＩＣＡ
令和５年度事業計画書

１　事業実施の方針
　令和５年度は、前年に引き続いて広報につながる活動を行うと共に、貨物事業における労働環境の改善を重点的に行う事によって社会的地位の向上を目指し、交通事故加害者への相談・社会復帰支援事業については対象者の社会的立場に配慮した複数の教育課程を設ける事によって活動の確立を図る。
２　事業の実施に関する事項
(1)　特定非営利活動に係る事業
	事　業　名
	具体的な事業
内容
	実施
予定
日時
	実施予定
場　　所
	従事者
の予定
人数
	受益対象者の範囲及び予定人数
	支　出
見込額
(千円)

	1 道路交通における安全運転の普及、
啓発に係る事業
	一般市民を対象に企業や団体、公共施設などで安全運転講習を行う。

	年４回
	各自治体
などの
公共施設
	３人
	運転に従事する一般市民
	１.７５９

	2 
	
	４回
	一般企業
及び
団体施設
	３人
	企業及び団体で運転に従事する者
	

	3 貨物輸送に関する安全対策及び運行環境の整備、利便性の向上に係る事業
	貨物車両の待機場所を確保・整備し、路上駐車の縮減を行う。

	随時
	全国トラック協会に加盟する一般貨物事業所
	４人
	貨物事業に従事するドライバー及び公共の交通を利用する一般市民
	６.３５６

	4 
	顧客管理ソフトによる情報の共有で物流の効率化を図る。
	随時
	全国トラック協会に加盟する一般貨物事業所
	３人
	一般貨物
事業者
	

	5 交通インフラを起因とした環境汚染の改善に係る事業
	市内道路上に投棄されたゴミの回収を行う。
	随時
	市内道路上
	５人
	不特定多数
	４.１３８

	6 交通事故加害者への相談、支援に係る事業
	弁護士会などへの広報活動。
	随時
	法人事務所
	２人
	不特定多数
	１０.５８７

	7 
	対象者個々の事情に配慮した社会復帰計画の策定・提言。
	
	
	
	
	

	8 その他目的を達成するために必要な事業
	実施予定なし
	
	
	
	
	０



